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（１）なぜ洋上風力発電なの？
　　①洋上風力発電構想の経緯
（２）どんな効果が期待できるの？

　　①主な期待される効果
　　　　・漁業　・産業　・地域　・経済波及効果ほか
　　②先進地の状況～秋田県の洋上風力発電所の水中動画～

　　　　※秋田県産業労働部クリーンエネルギー産業振興課制作
（３）今後の流れはどうなるの？
　　①国への情報提供

　　②再エネ海域利用法に基づく手続きの流れと運転開始までのｽｹｼﾞｭｰﾙ
（４）環境等への影響は大丈夫なの？
　　①洋上風力発電に関するQ&A

（５）その他
　　①これまでの取組状況
　　　　・洋上風力発電調査研究事業（市）
　　　　・洋上風力発電に関する研究会（県）
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（１）-①洋上風力発電構想の経緯　

洋
上
風
力
発
電
構
想

国

・港湾法の一部を改正する法律（2016）

・再エネ海域利用法（2019）

・再エネ海域利用法の一部を改正する法律（2025）

・2050年カーボンニュートラル宣言（2020）

・2030年までに温室効果ガスを2013年度から46％削減表明（2021）

・第6次エネルギー基本計画（2021）

・第7次エネルギー基本計画（2025）

県
・再エネ導入ビジョン2023策定（2023）

・洋上風力発電に関する研究会設置・開催（2023～）

国への情報提供（2025）

市

・分散型エネルギーインフラ事業（2014）

・地域創生エネルギービジョン策定（2018）

・洋上風力発電調査研究協議会設置・開催（2021～）

・洋上風力発電調査研究事業（2022～2024）

発電事
業者

・３発電事業者による環境影響評価配慮書縦覧（2020）

構想への第一歩



漁業
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（２）-①主な期待される効果　～漁業～　

洋上風力と共存共栄した持続可能な漁業

いちき串木野市
運営委員会

発電事業者

拠出

設置・運営地域調整担当者漁業関係者

要望・交渉

連携説明・協議

要望

情報提供・
協議

～～～～～ ～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
観測機器の設置

養殖業への助成放流栽培漁業
への助成

定期的な進捗報告会

漁業実態調査

調査船の提供

雇用・発注

漁業
振興基金

説明・協議

人工魚礁

・調査、点検業務等での漁船の活用　・藻場の保全、モニタリング　
・人工漁礁の設置　・放流栽培漁業　・養殖漁業（海面・陸上）　
・水産物の高付加価値化　・水産関係施設の集約化、漁港施設・設備の更新

新たな漁場（海洋牧場）
スマート漁業

漁業経営安定化 漁業後継者確保



産業
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新たな産業振興と雇用創出

・発電設備の保守・管理　（作業輸送船の運航など）
・建設工事への参入　（陸上設備建設など）

地域内経済循環 生産人口の増加

発電事業者 商工会議所/銀行 域内事業者

探索の
相談・依頼

募集・説明会
の開催

業務委託・発注域内従業者

O＆M発注

O＆M
サービス

業務委託・発注

域内事業者

雇用創出 雇用創出

作業輸送船の運航 基礎部のメンテナンス 陸上設備のメンテナンス

商品・サービス提供

資材輸送船の運航 機器の塗装 陸上設備の建設

いちき串木野市

連携連携

相談・支援の紹介相談・支援の紹介

雇用創出

イメージ写真（日本郵船） イメージ写真（特殊高所技術） イメージ写真（東京電設サービス） イメージ写真（日本郵船） イメージ写真（オーエム工業） イメージ写真（大豊重機）

O＆M事業者

（２）-①主な期待される効果　～産業～　



ｴﾈﾙｷﾞｰ
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再生可能エネルギーの地産地消

・安定的な電力供給（防災対策）
・再エネ電力による特産品のブランド化（付加価値の向上）

電気料金削減 脱炭素化（CO2削減）

いちき串木野電力

送配電業者

発電事業者

公共施設

漁業関連
施設

一般家庭・
民間事業者

飲食
事業者等

その他エネルギー施策と連携

付加価値向上による地域活性化

連携

連携
電力販売

買取料金

電力供給

買取料金

電力供給

買取料金

電力供給

買取料金

（２）-①主な期待される効果　～エネルギー～　
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（２）-①主な期待される効果　～経済波及効果ほか～　

○本市への経済波及効果（推計）※着床式500MWで事業費5,093億円を想定

　　経済波及効果は最大で212億円、雇用創出効果は3,401人に達する。

○本市への税収効果（試算）※着床式500MWで事業費5,093億円を想定

　　主な市税の税収は12億円/年の見込みとなる。また、令和3年度の一般会計歳入比で、
6.2%相当、同年度の市税収入比では、38.6%相当となる。

 

項目 洋上風力（着床式）

税収効果（主な市税）
12億円/年

（4～23億円/年）

固定資産税
11億円/年

（2～22億円/年）
法人市民税 1億円/年

いちき串木野市の一般会計の歳入（令和3年度） 188億円/年 6.20%

市税収入 30億円/年 38.60%
※令和４年度市調査研究業務報告書から抜粋

着
床
式

段階

経済波及効果（億円） 雇用創出効果（人）

産業創出シナリオ（最大）
産業創出

シナリオ

（最大）直接 一次 二次 総合

開発設計 0.01 0.003 0.001 0.01 0

建設 21 5 3 29 190

運転保守※1 113 24 30 167 2,948

撤去 10 3 3 15 262

合計※2 144 32 36 212 3,401
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写真出典：国土交通省東北地方整備局港湾空港部“秋田県の港湾と空港”

（２）-②秋田県の洋上風力発電所の水中動画　～発電所概要～

【秋田港洋上風力発電所】
○ 導入適地面積：約3.5㎢
○ 発電設備出力：約55千kW
○ 規格×基数：約4.2MW×13基
○ 設備種類：着床式
○ 運転開始時期：2023年１月
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９

出典：鹿児島県公式ホームページ

　・再エネ海域利用法に
　　基づく国への情報提
　　供された区域（黒線）
　　は、市内4漁協共同
　　漁業圏内の海域。
　　（右図）
　
　・海岸線から沖合約
　　５ｋｍまでの海域で、
　　面積は約67㎢。

（３）-①国への情報提供　



（３）-②再エネ海域利用法に基づく手続きの流れと、運転開始までの
スケジュール　

１０

R7.4.25
事業者
決定

事業化
決定

法定協議会

漁業影響検討実務者会議

漁業影響調査

法定協議会
設置

環境影響評価

約６月 約１年 約１～２年 約１年 約６年



（４）-①洋上風力発電に関する～Q&A～　　

Ｑ.環境のことも気になります。生き物や景観への影響にはどう対応するの？

１１

※出典；経済産業省、国土交通省「洋上風力発電を知ろう」

Ａ.風力発電所の設置は、環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となりま
す。このため、例えば騒音、鳥類等の動植物、景観などへの影響について、風力発
電事業者自らが必要な調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、
地方公共団体などからのご意見を聴き、よりよい事業計画を定めて適切な環境配慮
をすることになっています。

Ｑ.「超低周波音」は人体へ影響はないの？

Ａ.風車から発生する騒音のレベルは、他の環境騒音と比較して著しく高いものでは
ないことが確認されています。また、現時点では、風車から発生する「低周波音」、
「超低周波音※」と健康影響については、明らかな関連を示す知見は確認されてい
ません。※20Hz以下の音であり、基本的に人間には聞こえません。

Ｑ.海の上の風車の安全性は何によって確保されているの？

Ａ.電気事業法や港湾法等に基づく技術基準に適合しなければならないことになっ
ています。このため、風圧、積雪、地震等（津波含む）、落雷、波力等に対してしっ
かりと耐えることができる風車でなければ設置ができません。
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（５）-①これまでの取組状況～洋上風力発電調査研究事業(市)～　

【令和３年度】

○令和3年12月　いちき串木野市洋上風力発電調査研究協議会設置　　

○令和4年3月　第1回いちき串木野市洋上風力発電調査研究協議会開催

　　（組織） 漁業関係者（市内４漁協支所長）、住民代表者４人、商工業及び観光関係者ほか

【令和４年度】

○洋上風力発電事業に関する調査研究及び理解促進事業

　【主な内容】

・資料収集等及び現地調査

　風況等に係る情報収集のほか、現地調査（漁業実態調査）や鳥類・海洋生物の専門家にヒアリング調

　査を実施。

・事業性の検討

　洋上風力発電に関する効果や影響等を環境面・経済面・社会面に分類しメリット・デメリットを検証。

　各種情報や利害関係者等の意向を集約したゾーニングマップの作成や地域貢献施策等について検討。

・再エネ導入促進に向けた理解促進：シンポジウム開催（R5.2.12）150人参加

　・環境省や先進地である長崎県五島市、五島ふくえ漁協による講演。

　・上記の講師を交えたパネルディスカッション

　　身近な生活環境（騒音・低周波）への影響、景観や眺望における影響、地域における産業や雇用創
出、観光需要創出等の効果、漁業への影響、海域の先行利用者、その他地域関係者との調整　等
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（５）-①これまでの取組状況～洋上風力発電調査研究事業(市)～　

【令和５年度】

○西薩海域における洋上風力発電の普及啓発及び地域共生・協調施策検討事業

　【主な内容】

・資料収集等及び現地調査

　・先進事例等に関する既存資料収集のほか、港湾活用方法やサプライチェーン構築のための調査研究。

・洋上風力発電に伴う振興施策等の研究

　・漁業関係者等へのヒアリングを実施して課題整理を行い、漁業振興施策の検討。

　・本市の地域特性に応じた地域振興施策を検討して５つの推進プロジェクトを立案し、今後目指すべき
方向性を整理。

・洋上風力発電導入促進に対する理解促進

　　～住民説明会開催（R5.11～R6.2）～延べ13回、220人参加

　　・再生可能エネルギーの導入促進に向けて、特に沿岸８地区及び串木野・市来地域の10か所で地域
住民向けの説明会を開催して、理解促進と気運醸成を図るとともに、併せてエネルギー構造高度化
への意識醸成も図った。ネルギー構造高度化への意識醸成も図った。

　～アンケート結果～

　　・洋上風力発電事業への印象度で「やや前向きに捉えている」、「前向きに捉えている」と答えた割合
は全体の59％となり、「やや後向きに捉えている」、「後向きに捉えている」と回答した11％を大きく上
回った。
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（５）-①これまでの取組状況～洋上風力発電調査研究事業(市)～　

【令和6年度】

○洋上風力発電事業の産業拠点化に向けた調査・研究事業
【主な内容】
・漁業との共存共栄を目指した漁業振興策の調査研究

     本市沖合の先行利用者（漁業関係者）との意見交換会を実施し、風力発電施設への各種観測機器の

設置など発電事業者に求めるべき漁業振興策と稚魚放流への助成など基金を活用した漁業振興策

の具体的な内容を取りまとめ。

・地域振興施策の策定

　　・先進地（秋田・北海道）から講師を招き、市内関連事業者を対象とした勉強会（２回）を開催し、洋上風

力産業の理解と気運醸成を図るとともに、サプライチェーン体制構築に向けた検討。

　　・本市の抱える課題解決に向けて、発電事業を活かした地域振興策の具体的な内容を取りまとめ。

・洋上風力産業の拠点化の検討

　　・発電事業者などの関係事業者に対し、余剰電力を活用した水素発電設備の可能性やメンテナンス人

材育成施設の需要、ビジターセンター開設の可能性などのヒアリング調査等を実施。

　　・洋上風力発電事業に伴う関連産業を集積した港湾活用の方針を検討し、洋上風力の産業拠点化に

向けたビジョンを作成。　

・洋上風力発電への理解促進と機運醸成

　　～出前講座（R6.9～R7.2）～延べ14回、240人参加

　　・まちづくり協議会や市内各種団体に対し、洋上風力発電に対する理解促進と機運醸成を図った。

　 ～アンケート結果～

　　・発電事業への印象度で「前向き・やや前向きに捉えている」割合は全体の61％、「後向き・やや後向き

に捉えている」割合4％を大幅に上回った。



○洋上風力発電に関する研究会（R5.8時点）

　【基本方針】

　　　県が主体となって、関係市町及び漁業団体等の利害関係者による研究会を設置し、洋上風力発電に関
する現状・課題等の共有を図りながら、薩摩半島西方沖における国への情報提供の可能性のある区域に
ついて検討する。

　【研究会の構成等】

　　⑴参加団体等：県、４市１町（阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、日置市、長島町）、

　　　　　　　　　　　　　　各市町漁業協同組合、県旋網漁業協同組合、県漁業協同組合連合会、海砂採取事

　　　　　　　　　　　　　　業者、定期航路事業者、県が必要と認める者　計２２団体

　　⑵対象区域：薩摩半島西方沖区域

　　⑶検討内容：洋上風力発電の現状・課題等、情報提供の可能性のある区域の検討

　　　　　　　　（区域の絞り込みに係る課題等の整理、漁業振興策等の検討等）ほか

○主な研究会の開催状況

　・第1回（R5.8.29）…　研究会の設置、洋上風力発電に係る現状・課題（資源エネルギー庁）、

　　　　　　　　　　　　情報提供の可能性のある区域の検討（検討の進め方）

　・第４回（R6.3.25）…　情報提供の可能性のある区域の検討（意見交換）、今後の取組及び国への

　　　　　　　　　　　　　情報提供に係る対応

　・第７回（R7.3.25）…　秋田港・能代港洋上風力発電所における水中動画紹介、情報提供の可能性の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある区域の検討（各漁協等との個別協議結果）、令和７年度の予定

　

※詳細は、鹿児島県ホームページをご覧ください。

（５）-①これまでの取組状況～洋上風力発電に関する研究会(県)～　

１５


